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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　未使用の転写テープが巻装された供給ボビンと、転写テープを懸架し該転写テープの塗
布膜を転写対象に押圧することにより感圧転写する転写ヘッドと、転写済みの転写テープ
を巻取る巻取ボビンと、を有するリフィールを内蔵し、該リフィールの交換が可能な塗布
膜転写具であって、
　該リフィールを収容するケース本体が、前端に前記転写ヘッドを突出可能とする開口が
形成された前ケースと、弾性部材を有して前記転写ヘッドを前記開口から出没させるノッ
ク機構、及び、前記ノック機構から前方に延在して前記ノック機構の動作により前記ケー
ス本体内で前後方向に移動する係合部を有する後ケースと、から成り、
　前記係合部と前記リフィールとは、前記係合部の前端近傍に設けられる係合開口に前記
リフィールの後端近傍に設けられる係合爪部が係合することで接続され、
　前記係合部と前記リフィールとの接続を解除する接続解除部材が前記後ケースに固着さ
れ、該接続解除部材は、前後方向に延在する弾性変形可能な板状体であって、押圧部と、
係着突起と、を有し、
　前記押圧部は、該板状体から内方に突出され、
　前記係着突起は、前記板状体の前端近傍から外方に突出されており、前記前ケースの後
端近傍に設けられる係着開口に挿着されることで前記前ケースと前記後ケースとが接続さ
れ、
　前記接続解除部材が外方から押圧操作されることで、前記押圧部が前記係合爪部を押圧



(2) JP 5582976 B2 2014.9.3

10

20

30

40

50

して前記係合開口から外し、
　さらに前記接続解除部材が内方へ押圧操作されることで、前記前ケースの係着開口から
前記係着突起が外れるように構成されており、
　前記後ケースは、前記前ケースに着脱自在とされ、
　前記係合部は、前記リフィールの後端近傍に着脱自在とされていることを特徴とする塗
布膜転写具。
【請求項２】
　前記係合部は、前記係合開口の後方に前記接続解除部材の押圧部の内方への動作を規制
する規制部を備え、前記転写ヘッドが前記前ケースの開口から突出した使用可能状態では
前記押圧部の近傍に前記規制部が位置するよう構成されていることを特徴とする請求項１
に記載の塗布膜転写具。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、転写テープを有するリフィールが交換可能であって、ノック機構の動作によ
り転写ヘッドを出没自在とする塗布膜転写具に関する。
【背景技術】
【０００２】
　修正テープや糊等の塗布膜を被転写面に転写する塗布膜転写具は、文具として欠かせな
いものとなっている。この塗布膜転写具は、一般的に、塗布膜と基材テープとからなる転
写テープと、未使用の転写テープが巻装された供給ボビンと、転写済みの転写テープ（基
材テープ）を巻き取る巻取ボビンと、転写テープを紙等に押圧させるための転写ヘッドと
、を備える。そして、この塗布膜転写具は、転写ヘッドを紙等の転写対象上に押圧した状
態で摺動させることで、塗布膜を転写対象に感圧転写することができるものである。
【０００３】
　塗布膜転写具としては、従来使い切りタイプのものが多くみられたが、近年では環境保
護の観点からゴミを減らすため、又は、経済的な観点からも、転写テープを補給又は交換
できるタイプのものが主流となっている。また、ケースから転写ヘッドを出没可能に配置
して、使用可能状態と不使用状態とを切換えることのできる出没式塗布膜転写具も多々提
案されている。
【０００４】
　例えば、特開２００４－２９１２８４号公報（特許文献１）では、転写テープを有する
リフィール（塗膜転写具本体）を交換可能な出没式塗布膜転写具についての提案がなされ
ている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２００４－２９１２８４号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　上記特許文献に記載の塗布膜転写具は、リフィール（塗膜転写具本体）の前方にコイル
ばねを配置してリフィールを後方に付勢することで、このリフィールをノック機構に連結
する構成とされているものである。
【０００７】
　このため、この塗布膜転写具では、前ケースの前方内部とリフィールとの間に、コイル
ばねが配置されており、リフィールを交換するために前ケースと後ケースとを分離させる
と、コイルばねの弾性力によってリフィールが後方に飛び出してしまう虞があった。
【０００８】
　本発明は、上述したような従来技術の問題点に鑑みてなされたものであり、交換の際に
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リフィールが外に飛び出すことを防止した塗布膜転写具を提供することを目的としている
。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本発明の塗布膜転写具は、未使用の転写テープが巻装された供給ボビンと、転写テープ
を懸架し該転写テープの塗布膜を転写対象に押圧することにより感圧転写する転写ヘッド
と、転写済みの転写テープを巻取る巻取ボビンと、を有するリフィールを内蔵し、該リフ
ィールの交換が可能な塗布膜転写具であって、該リフィールを収容するケース本体が、前
端に前記転写ヘッドを突出可能とする開口が形成された前ケースと、弾性部材を有して前
記転写ヘッドを前記開口から出没させるノック機構、及び、前記ノック機構から前方に延
在して前記ノック機構の動作により前記ケース本体内で前後方向に移動する係合部を有す
る後ケースと、から成り、該後ケースは、前記前ケースに着脱自在とされ、該係合部は、
前記リフィールの後端近傍に着脱自在とされていることを特徴とする。
【００１０】
　また、本発明の塗布膜転写具において、前記係合部と前記リフィールとは、前記係合部
の前端近傍に設けられる係合開口に前記リフィールの後端近傍に設けられる係合爪部が係
合することで接続され、前記係合部と前記リフィールとの接続を解除する接続解除部材が
前記後ケースに固着され、該接続解除部材は、前後方向に延在する弾性変形可能な板状体
であって、押圧部と、係着突起と、を有し、前記押圧部は、該板状体から内方に突出され
、前記係着突起は、前記板状体の前端近傍から外方に突出されており、前記前ケースの後
端近傍に設けられる係着開口に挿着されることで前記前ケースと前記後ケースとが接続さ
れ、前記接続解除部材が外方から押圧操作されることで、前記押圧部が前記係合爪部を押
圧して前記係合開口から外し、さらに前記接続解除部材が内方へ押圧操作されることで、
前記前ケースの係着開口から前記係着突起が外れるように構成されていることを特徴とす
る。
【００１１】
　さらに、本発明の塗布膜転写具において、前記係合部は、前記係合開口の後方に前記接
続解除部材の押圧部の内方への動作を規制する規制部を備え、前記転写ヘッドが前記前ケ
ースの開口から突出した使用可能状態では前記押圧部の近傍に前記規制部が位置するよう
構成されていることを特徴とする。
【発明の効果】
【００１２】
　本発明によれば、前ケースと後ケースとを着脱自在にし、後ケースにノック機構を設け
てノック機構の前端に位置する係合部とリフィールの後端とを着脱自在とすることにより
、ノック機構を構成する弾性部材を後ケース内に配置することができる。したがって、リ
フィールを収容するケース本体を前ケースと後ケースとに分離させる際に、リフィールが
外に飛び出すことを防止した塗布膜転写具を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】本発明の実施形態に係る塗布膜転写具が使用可能状態にあるときの外観斜視図で
ある。
【図２】本発明の実施形態に係る塗布膜転写具が不使用状態にあるときの外観斜視図であ
る。
【図３】本発明の実施形態に係る塗布膜転写具の分解斜視図である。
【図４】本発明の実施形態に係る塗布膜転写具が使用可能状態にあるときの断面図である
。
【図５】本発明の実施形態に係る塗布膜転写具が不使用状態にあるときの断面図である。
【図６】本発明の実施形態に係る塗布膜転写具における接続解除動作を示す図である。
【図７】本発明の実施形態に係る塗布膜転写具におけるリフィールと係合部との接続が解
除されている状態を示す外観斜視図である。
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【図８】本発明の実施形態に係る塗布膜転写具におけるリフィールと係合部との接続動作
を示す部分拡大図である。
【発明を実施するための形態】
【００１４】
　以下、本発明を実施するための形態について図に基づいて詳説する。図１及び図２は、
本実施形態に係る塗布膜転写具1が使用可能状態にあるとき、及び、不使用状態にあると
きの外観斜視図であり、図３は、塗布膜転写具1の分解斜視図である。なお、本明細書に
おいては、図１における塗布膜転写具1の転写ヘッド7が位置する方向を前方、ノック機構
8の操作部分であるノックボタン80が位置する方向を後方、人差し指を当てるクッション
材10が位置する方向を上方、その反対側方向を下方とし、前後方向及び上下方向と直交す
る方向を横方向（左右方向）として述べる。
【００１５】
　本実施形態における塗布膜転写具1は、相互に分離可能で着脱自在な前ケース3と後ケー
ス4とからなるケース本体2と、このケース本体2内に収納可能なリフィール5と、を備える
。この後ケース4は、弾性部材を備えてリフィール5の転写ヘッドを前ケース3の前端から
出没させるノック機構8と、このノック機構8から前方に延在してノック機構8の動作によ
りケース本体2内で前後方向に移動する係合部9と、を有しており、係合部9がリフィール5
の後端と係合することにより、リフィール5がノック機構8の弾性部材よりも前方位置で後
ケース4に保持されるものである。また、塗布膜転写具1は、係合部9とリフィール5との係
合状態、及び、前ケース3と後ケース4との接続状態を１度の操作で解除可能な解除機構を
備えるものである。以下、この塗布膜転写具1について具体的に述べる。
【００１６】
　塗布膜転写具1は、ペンのように手に持つことのできる大きさに形成されているもので
あり、転写ヘッド7を紙等の転写対象上に押圧した状態で摺動させることにより、基材テ
ープに塗布膜が係着されてなる転写テープ51の塗布膜を転写対象上に感圧転写することが
できる装置である。
【００１７】
　そして、この塗布膜転写具1は、ケース本体2内にリフィール5を備えており、ケース本
体2を前ケース3と後ケース4とに分離することでリフィール5を交換可能に構成されている
。また、この塗布膜転写具1は、リフィール5を前後に稼働させるノック機構8を備えてお
り、このノック機構8を動作させることにより、図１及び図２に示すように転写ヘッド7を
出没自在としている。
【００１８】
　前ケース3は、前端に転写ヘッド7を突出可能とする開口31を備え、上面33における使用
時に把持する部分にゴム等から成るクッション材10を備えている。また、後ケース4は、
ノック機構8が配設されるものであり、前ケース3に取付けられて一体とされた際に、ケー
ス本体2内にリフィール5などの部品を収容可能な空間を形成することができるようになっ
ている。さらに、後ケース4は、後端にノックボタン80を突出可能とする貫通孔が形成さ
れ、ノック機構8を操作するノックボタン80が配設されている。
【００１９】
　このノック機構8は、ノックボタン80を押動操作する度に前後方向に移動して、前方あ
るいは後方の所定位置で固定される機構である。この機構は、ボールペンの芯を突出した
状態と収納した状態とに切換える機構などとして古くから知られ、特別な特徴を必要とす
るものではないので、詳細な説明は省略する。ただし、本実施例においては、上述したよ
うにノック機構8を復帰させるコイルばねなどの弾性部材が後ケース4内に配設されている
。
【００２０】
　ケース本体2に収容されるリフィール5は、転写テープ51と、供給ボビンと、転写ヘッド
7と、巻取ボビンと、供給ボビンと巻取ボビンを連動させる連動部材と、これらを収容す
るリフィールケースと、からなる交換可能な補充品である。なお、リフィール5の内部機
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構（リフィールケース内の構造）に関しては、従来から存在するものと同様の構成として
よいため詳細な説明は省略する。
【００２１】
　次に、本実施形態における塗布膜転写具1のリフィール5と係合部9との接続構造につい
て述べる。なお、係合部9は、ノック機構8の前端に設けられているため、リフィール5と
係合部9とが接続されるとリフィール5が後ケース4に係合部9（及びノック機構8）を介し
て連結されることになる。図４及び図５は、本実施形態に係る塗布膜転写具1が使用可能
状態及び収納状態にあるときの断面図である。
【００２２】
　図示するように、ノック機構8には、当該ノック機構8の動作によりケース本体2（ケー
ス）内で前後方向に移動する部材であって、係合部9が形成された移動部材81を備えてい
る。この係合部9は、移動部材81の前端部分に形成されておりリフィール5の後端近傍に着
脱自在とされる。具体的には、リフィール5の後端近傍には、上下外方向に突出する爪59b
を有する一対の係合爪部59が形成され、係合部9の前端近傍には、係合爪部59の爪59bと係
合する一対の係合開口95が形成されている。
【００２３】
　この係合爪部59は、リフィール5の後端近傍に固着されており、固着部59cから後方に延
在する板状体59aと、この板状体59aの後端において上下外方向に突出する爪59bと、を有
している。この一対の板状体59aは、固着部59cを固定端として上下内方向に弾性変形可能
とされている。また、この爪59bには後端から外側斜め前方に向う斜面であるテーパー部
が形成されている。
【００２４】
　したがって、係合部9の内側に係合爪部59が挿入されて係合開口95に係合爪部59の爪59b
が挿着されることで、係合部9とリフィール5とが接続される。そして、係合爪部59の爪59
bが内方に押圧されると、板状体59aが内側に撓んで係合開口95から係合爪部59の爪59bが
外れるため、係合部9とリフィール5との接続状態が解除される。
【００２５】
　次に、リフィール5と係合部9との接続を解除する上記解除機構の構成部材である一対の
接続解除部材6について説明する。この接続解除部材6は、前後方向に延在して内方に弾性
変形可能な板状体65であって、ノック機構8を構成する部材の中で後ケース4に固定されて
不動とされた部材である不動部材83に後端が固着されている。また、板状体65の前側には
内方に突出するように形成され、先端（内側の端部）にテーパー面を備えた押圧部62が形
成されている。さらに、外方から手指によって操作することのできる操作部60が、押圧部
62と対応する位置において、外方に突出するように形成されている。
【００２６】
　つまり、この接続解除部材6は、操作部60が外方から内方に向って押圧操作されたとき
に、固着部67を固定端として押圧部62が形成された前側を内方に移動させるように板状体
65を内方に撓ませることができるようになっている。そして、図５に示すように、押圧部
62は、転写ヘッド7が前ケース3に収容された状態（不使用状態）であるときに、当該押圧
部62の先端とリフィール5の係合爪部59の爪59bとが対向するように配置されている、即ち
、この押圧部62は不使用状態における係合開口95に対応する位置に設けられている。
【００２７】
　したがって、接続解除部材6における操作部60を内方に押圧操作すれば、押圧部62を係
合爪部59の爪59bに接触させ、押圧部62により爪59bを内方に押圧して係合開口95から外す
ことにより、リフィール5と係合部9との接続状態を解除することができる。
【００２８】
　さらに、この塗布膜転写具1は、不使用状態であるときに接続解除部材6が内方に押圧さ
れると、係合部9とリフィール5との接続を解除するとともに、前ケース3と後ケース4との
接続をも一連の動作で解除することができる構成とされている。
【００２９】
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　この前ケース3と後ケース4との接続、及び接続解除（分離）について述べる。この塗布
膜転写具1において、一対の接続解除部材6における板状体65の前端近傍には、上下外方向
に突出する係着突起63が形成されている。これに対して、前ケース3の後端近傍には、接
続解除部材6の係着突起63が挿着される凹部である一対の係着開口36が形成されている。
なお、係着突起63には、前端から外側斜め後方に向う斜面であるテーパー部が形成されて
いる。
【００３０】
　つまり、接続解除部材6の係着突起63が前ケース3の係着開口36に挿着されることで、前
ケース3と後ケース4とが接続される。したがって、この塗布膜転写具1は、接続解除部材6
の操作部60を外方から押圧操作することで、接続解除部材6の板状体65を内方に撓ませて
、係合部9とリフィール5との接続を解除することができ、さらに接続解除部材6の操作部6
0を内方へ押圧操作することで、前ケース3の係着開口36に挿着される係着突起63を外して
、前ケース3と後ケース4との接続も解除することができる。
【００３１】
　なお、係合部9は、転写ヘッド7が前ケース3から前方に突出した状態（使用可能状態）
において接続解除部材6の押圧部62に対応する位置（押圧部62の直下）に、押圧部62の内
方への動作を規制する規制部98を備えている。すなわち、係合部9は、係合開口95の後方
に規制部98を備えており、使用可能状態では押圧部62の内側端部に近接して規制部98が位
置するため、接続解除部材6の押圧操作が不可となり、接続解除ができないものである。
【００３２】
　次に、本実施形態に係る塗布膜転写具1のケース本体2を前ケース3と後ケース4とに分離
してリフィール5を交換する手順、及び、その後の使用可能状態と不使用状態との切換え
手順について、説明する。図６は、本実施形態に係る塗布膜転写具1における接続解除動
作を示す図である。図７は、本実施形態に係る塗布膜転写具1のリフィール5と係合部9と
の接続が解除されている状態を示す外観斜視図である。図８は、本実施形態に係る塗布膜
転写具1におけるリフィール5と係合部9との接続動作を示す部分拡大図である。
【００３３】
　先ず、塗布膜転写具1が不使用状態であるときに（図２及び図５参照）、接続解除部材6
の操作部60を指先で摘むように押動操作すると、図６（ａ）に示すように、接続解除部材
6が内方に押圧されることで、板状体65が内方に撓んで押圧部62が係合部9の係合開口95に
係合したリフィール5の係合爪部59の爪59bを内方に押圧する。これにより、係合爪部59の
板状体59aが内方に撓んで、係合部9とリフィール5との接続が解除される。
【００３４】
　なお、係合爪部59の板状体59aが元の状態に復帰するため、その弾性力によりリフィー
ル5が前方に移動したとしても、リフィール5の転写ヘッド7近傍に設けられる制止突起54
が、前ケース3の前端近傍に設けられる受け片55に係合するため、リフィール5は前ケース
3によって制止されることになる。
【００３５】
　そして、さらに操作部60を内方へ押圧操作すると、図６（ｂ）に示すように、前ケース
3の係着開口36に挿着されていた接続解除部材6の係着突起63が外れて、図６（ｃ）に示す
ように、リフィール5を収容した前ケース3と後ケース4との接続を解除して両者を分離す
ることができる。
【００３６】
　そして、リフィール5を、前ケース3から取り出して、新たなリフィール5を挿入する。
新たなリフィール5を挿入すると、このリフィール5は、前ケース3によって所定位置に収
容保持される。具体的には、前ケース3の受け片55にリフィール5の制止突起54が係合する
などして、リフィール5は前ケース3の所定位置に固定される。そして、前ケース3の係着
開口36に後ケース4に固着される接続解除部材6の係着突起63を挿着することで、図７に示
すように、前ケース3と後ケース4とを係着させることができる。ここで、係着突起63には
テーパー部が形成されているため、スムーズに板状体65を撓ませて、係着突起63を係着開
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口36に挿着させることができる。
【００３７】
　さらに、前ケース3と後ケース4とを係着させた後、ノックボタン80を前方へ押動操作し
てノック機構8を動作させると、図８（ａ）に示すように、リフィール5と離隔している係
合部9が、図８（ｂ）に示すように、前方に移動する。そして、係合部9の内側に係合爪部
59が挿入されると、係合部9の係合開口95にリフィール5の係合爪部59の爪59bが挿着され
て、リフィール5と後ケース4とが係合部9を介して連結されて一体となる。
【００３８】
　これにより、塗布膜転写具1は、図１及び図４に示したように、転写ヘッド7を開口31か
ら突出させた使用可能状態とされる。なお、このとき受け片55と制止突起54とは係合して
おり、リフィール5は、前方への移動が規制されるように前ケース3内に固定配置されてい
るため、スムーズに係合部9の係合開口95にリフィール5の係合爪部59の爪59bが挿着され
る。また、爪59bにはテーパー部が形成されているため、スムーズに板状体59aを撓ませて
、爪59bを係合開口95に挿着させることができる。
【００３９】
　この塗布膜転写具1は、リフィール5が係合部9を介して後ケース4と一体とされているた
め、使用時における前後方向のガタが防止されている。また、この塗布膜転写具1は、リ
フィール5の一部と前ケース3の一部とを係合させる、あるいは、その間隙を極めて小さく
することで、使用時における左右上下方向のガタも防止されている。
【００４０】
　そして、塗布膜転写具1が使用可能状態であるときに、ノックボタン80を押動操作して
ノック機構8を動作させると、図８（ｃ）に示すように、係合部9が後方に移動するため、
前ケース3内でリフィール5も一体的に後方に移動させることができる。これにより、図２
及び図５に示したように、開口31から突出している転写ヘッド7を前ケース3内に収容した
不使用状態とすることができる。
【００４１】
　そして、再びノックボタン80を操作してノック機構8を動作させれば、リフィール5を前
ケース3内で前方に移動させ、前ケース3内に収容されている転写ヘッド7を前ケース3の開
口31から前方に突出させて再び使用可能状態とすることができる（図１及び図４参照）。
【００４２】
　つまり、この塗布膜転写具1は、係合部9をリフィール5に接続した後は、ノックボタン8
0を操作してノック機構8を動作させる度に、リフィール5の先端（転写ヘッド7）を収納し
た不使用状態と、リフィール5の先端（転写ヘッド7）を突出させた使用可能状態と、を繰
返し切換えることができる。
【００４３】
　このように、本発明によれば、前ケース3と後ケース4とを着脱自在にするとともに、後
ケース4が有する係合部9とリフィール5とを着脱自在にしているため、ノック機構8を復帰
させるコイルばねなどの弾性部材を後ケース4内に配置することができる。したがって、
リフィール5の後方に弾性部材が配置されているため、従来の塗布膜転写具のようにノッ
ク機構のコイルばねの弾性力によってリフィールが後方に飛び出してしまうといった不具
合を生じる虞もなく、スムーズに分解作業を行うことができる。
【００４４】
　また、本発明によれば、リフィール5の交換のための分解作業において、接続解除部材6
の一度の押圧操作でリフィール5と後ケース4との係合状態、及び、前ケース3と後ケース4
との係合状態を解除することができる。
【００４５】
　そして、この塗布膜転写具1は、図３に示したように、リフィール5の左外側面及び右外
側面における左右対称となる位置に、リフィール5の左外側面及び右外側面を厚肉にする
ことで形成された掛止凸部53が設けられている。
【００４６】
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　さらに、前ケース3の左内側面及び右内側面における左右対称となる位置であって、前
ケース3の上面近傍の位置に、前後方向に延在する誘導レール35が内方へ突出するように
設けられている。つまり、この塗布膜転写具1は、誘導レール35側に掛止凸部53が位置す
る向きでリフィール5を前ケース3に挿入したとき、誘導レール35に掛止凸部53が接触干渉
する構成とされている。
【００４７】
　したがって、本発明によれば、リフィール5を誤って左右を逆にして前ケース3に挿入し
てしまったときには、前ケース3に設けられる誘導レール35にリフィール5に設けられる掛
止凸部53が接触してリフィール5の前方への動作を規制するため、リフィール5を前ケース
3の奥まで挿入することができない。よって、リフィール5の誤挿入を防止することができ
る。
【００４８】
　そして、本発明は、以上の実施形態に限定されるものでなく、発明の要旨を逸脱しない
範囲で自由に変更、改良が可能である。例えば、接続解除部材6を不動部材83と一体形成
せずに別の部材として設ける、あるいは、係合部9を移動部材81と一体形成せずに別部材
として設ける等の設計変更が可能である。
【符号の説明】
【００４９】
　 1　塗布膜転写具　　　　　　　　　　　　　　2　ケース本体
　 3　前ケース　　　　　　　　　　　　　　　　4　後ケース
　 5　リフィール　　　　　　　　　　　　　　　6　接続解除部材
　 7　転写ヘッド　　　　　　　　　　　　　　　8　ノック機構
　 9　係合部　　　　　　　　　　　　　　　　 10　クッション材
　31　開口　　　　　　　　　　　　　　　　　 33　上面
　35　誘導レール　　　　　　　　　　　　　　 36　係着開口
　51　転写テープ　　　　　　　　　　　　　　 53　掛止凸部
　54　制止突起　　　　　　　　　　　　　　　 55　受け片
　59　係合爪部　　　　　　　　　　　　　　　 59a 板状体
　59b 爪　　　　　　　　　　　　　　　　　　 59c 固着部
　60　操作部　　　　　　　　　　　　　　　　 62　押圧部
　63　係着突起　　　　　　　　　　　　　　　 65　板状体
　67　固着部
　80　ノックボタン　　　　　　　　　　　　　 81　移動部材
　83　不動部材　　　　　　　　　　　　　　　 95　係合開口
　98　規制部
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